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（一社）刈谷労働基準協会　会長　新家　俊明

　新年あけましておめでとうございます。

　2025 年の新春を会員の皆様とともに迎えることができましたことをお慶

び申し上げます。

　昨年は、4 月 9 日に創立 50 周年を迎えることができました。これもひと

えに会員各社の皆様のご尽力とご協力、ならびに行政ご当局のご指導、関係

諸団体のご支援の賜物と思います。当協会の事業を順調に推進することがで

きましたことに対し、厚く御礼申し上げます。次の 50 周年に向け新たな一

歩を進めてまいりたいと思います。

　2024 年を振り返りますと、元旦の日に、石川・能登半島では震度７の地震が発生し、さらに復興中

の 9 月には豪雨による甚大な被害をもたらしました。被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げま

す。また台風や地震発生時の私たちの備えを改めて考えるべきと思いました。

　今後の私たちの生活に影響を及ぼす、10 月の衆議院選挙、11 月のアメリカ大統領選挙など、政治局

面に大きな変化があり、今後の動向を注視すべきと思います。

　また、パリオリンピック・パラリンピックにおける日本人選手のメダルラッシュ、ロサンゼルスド

ジャースの大谷翔平選手の大活躍が、私たちに明るい話題を提供して頂けたと思います。

　2024 年の刈谷労働基準監督署管内の労働災害発生状況における労働者死傷病報告件数（休業 4 日以上）

は 11 月末現在 513 件となっており、一昨年同月の 470 件から増加して推移しております。業種別では

製造業が最も災害が多く、また経験別では 2 年未満の未熟練者と 20 年以上の熟練者の層から災害が多

発しています。今後も当協会として、各種説明会や講習会の開催を通じて、労働災害の未然防止に努め

てまいります。

　愛知県では「安全経営あいち®」を推進しています。これは「自律的でポジティブな安全衛生管理を

促進し、働く人々の安全・健康確保を通じ、企業、社会のウェルビーイングを実現する」との考え方に

基づいています。私たちは、この考え方に賛同し、安心・安全な職場づくりを目指さなければなりません。

　最後になりますが、本年も当協会発展のために微力ではございますが、会員各社の皆様のご期待に沿

えるよう、精一杯の努力を重ねる所存でございます。引き続き行政ご当局、関係諸団体の皆様には一層

のご指導、ご鞭撻、ならびに会員各社の皆様のご支援、ご協力を頂きますようお願い申し上げます。

　皆様方のますますのご多幸とご健勝を心より祈念し、年頭の挨拶とさせて頂きます。

新　年　の　ご　挨　拶
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愛知労働局長　小林　洋子

　新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。
　令和 7 年の年頭に当たり、愛知労働局の行政運営に対する愛知労働基準協
会の皆様の日頃からのご理解とご協力に改めて御礼申し上げますとともに、
今年一年の所信の一端を述べさせていただきます。
　愛知の労働行政を取り巻く情勢ですが、令和 6 年 10 月の有効求人倍率（季
節調整値）は 1.25 倍となっており、基幹産業である自動車関連産業を中心
に幅広い産業で回復の動きがあり、求人についても、業種による差異はある

ものの、持ち直しの動きが広がりつつあるなど、雇用情勢は改善の基調を維持しています。
　ただし、一部の産業によっては、求人の提出を控える動きから、改善の動きが弱まっており、また、
最低賃金引上げや社会保険適用拡大による就業調整、エネルギー価格や原材料価格の上昇等、雇用に与
える影響について、引き続き動向を注視する必要があるものと認識しています。
　本年度、愛知労働局では重点課題として、「最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働
者の処遇改善」、「リスキリング、労働移動の円滑化等の推進」及び「多様な人材の活躍と魅力ある職場
づくり・就職支援」に取り組んでおります。
　「最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善」については、昨年 10 月 1 日
より、愛知県最低賃金は過去最大 50 円引上げの時間額 1,077 円となりました。最低賃金・賃金の引上
げは、賃金上昇が消費の活発化に繋がり、それにより企業収益が伸びて更に賃金が上がるという好循環
の実現を目指すものであるため、引き続き、改正最低賃金額、業務改善助成金、キャリアアップ助成金
等各種支援策について、周知等の取組みを図ってまいります。
　「リスキリング、労働移動の円滑化等の推進」については、人手不足基調が続く中、労働生産性を上
げていくことが不可欠であり、人材育成がより一層重要となります。デジタル分野の公的職業訓練を拡
充するとともに、人材開発支援助成金や生産性向上支援訓練の制度の活用促進により、企業の人材育成
を支援してまいります。
　「多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり・就職支援」については、昨年 11 月に施行されたフリーラ
ンス・事業者間取引適正化等法、本年 4 月から順次施行される改正育児・介護休業法、改正次世代育成
支援対策推進法の周知に努めるとともに、多様な人材の活躍と魅力ある職場づくりに向けて、引き続き、
男女間賃金格差の解消や女性の活躍推進、非正規雇用労働者の処遇改善、各種ハラスメント防止対策に
取り組んでまいります。
　安全で健康に働くことができる環境づくりについては、引き続き、長時間労働の抑制に向けた監督指
導の徹底をはかるとともに、事業運営と安全衛生管理を一体的に捉え、生産性等の向上を図るプロセス
とリスクアセスメントのプロセスを一体的に行う「安全経営あいち®」を推進し、より前向きで、自律
した安全衛生管理の推進を支援してまいります。
　また、労災補償については、法令、認定基準等に基づき効率的な調査を行い、被災労働者に対する迅
速かつ公正な労災保険給付に努めてまいります。
　労働保険制度の円滑な運営については、未手続事業一掃対策の推進と適正な労働保険料徴収を推進す
るとともに、各種手続きが簡単・便利になる電子申請の周知・広報を積極的に展開してまいります。
　結びに、本年も多様な課題に適切に対応していく所存ですので、皆様のご支援とご協力を賜りますよ
うお願い申し上げますとともに、本年が皆様にとってより良い年になるよう祈念いたしまして、年頭の
ご挨拶といたします。

新　春　の　ご　挨　拶
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愛知労働局労働基準部長　髙橋嘉寿満

　新年あけましておめでとうございます。

　貴協会並びに会員事業場の皆様におかれましては、旧年中、愛知労働局の

行政運営に格別のご理解とご協力を賜りましたこと、厚く御礼申し上げます。

　令和 7 年の年頭に当たり、改めて日頃の労働基準行政へのご理解とご協力

に感謝申し上げますとともに、今後の取組について述べさせていただきます。

　まず、最低賃金・賃金引上げに向けた中小・小規模企業等支援についてです。

　愛知県最低賃金は、過去最高 50 円の引上げにより、昨年 10 月 1 日より時

間額 1,077 円となりました。最低賃金の円滑な履行確保を図り、賃金引上げを支援するため、改正最低

賃金額を幅広く周知するとともに、業務改善助成金を初めとして、キャリアアップ助成金、「賃金引き

上げ特設ページ」、中小企業庁が所管する IT 導入補助金や賃上げ促進税制、公正取引委員会が示す「価

格転嫁指針」等、それぞれの事業場が活用しやすいものを選択することができるよう各種支援施策をパッ

ケージで周知し、活用促進を図ってまいります。

　次に、安全で健康に働くことができる環境づくりについてです。

　長時間労働の抑制に向けた監督指導を徹底し、過重労働による健康障害を防止するとともに、生産性

を高めながら労働時間短縮に取り組む企業に寄り添ったきめ細やかな支援を推進してまいります。

　また、時間外労働の上限規制の適用が開始された医師、自動車運転者、建設業につきましても、円滑

な施行に向けて、労働基準監督署とともに特に中小企業の自主的な取組を促すための集中的な支援等を

図ってまいります。

　労働災害防止対策につきましては、リスクアセスメントを軸とした自律したポジティブな安全衛生管

理の推進・定着に向け取り組んでいるところであります。

　生産性等の向上を図る取組による作業の実態把握の中で、併せてリスクアセスメントも行えば、生産

性・品質の向上に加え、安全衛生の向上にも資することになります。引き続き、安全衛生管理を経営課

題と捉え、事業運営と一体的に管理する経営手法である「安全経営あいち®」の普及促進を図るため、「安

全経営あいち賛同事業場制度」の運用を通じて、生産性等を高めながら安全性を向上させる支援を行っ

てまいります。

　労働者の健康確保対策につきましては、労働安全衛生法令に基づく健康診断、長時間労働による面接

指導、ストレスチェック等の健康確保措置や THP 指針、メンタルヘルス指針等の健康保持増進措置を

相互連携して取り組む「労働者の心身の健康確保のための総合的な対策」の周知を図るとともに、危険

性・有害性が認められた化学物質、粉じん等について、リスクアセスメントを中核とした、自律的でポ

ジティブな安全衛生管理を促進してまいります。

　労災補償行政については、法令、認定基準等に基づき効率的な調査を行い、被災労働者に対する迅速

かつ公正な労災保険給付に努めてまいります。

　結びに、貴協会並びに会員事業場の皆様の一層のご理解とご支援をお願いしますとともに、本年が皆

様にとってより良い年になることを衷心より祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

新　春　の　ご　挨　拶
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愛知労働局雇用環境・均等部長　木本　睦子

　新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。
　令和 7 年の年頭に当たり、愛知労働基準協会の皆様におかれましては、日
頃から愛知労働局雇用環境・均等部の行政運営に多大なるご理解とご協力を
賜り、改めて御礼を申し上げます。
　本年度、雇用環境・均等部では重点課題として「最低賃金・賃金の引き上
げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善」、「多様な人材の活躍と魅力
ある職場づくり・就職支援」に取り組んでおります。

　「最低賃金・賃金の引き上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善」については、昨年 10 月 1
日より、愛知県の最低賃金が過去最大の 50 円引上げの時間額 1,077 円となりました。賃金の引上げは、
政府の最重要課題であり、引き続き、業務改善助成金、キャリアアップ助成金等の支援策により、賃金
の引上げを図る中小・小規模事業者の取組を支援してまいります。
　また、賃金引き上げの流れを持続的に進めていくためには、労務費を含む適切な価格転嫁を通じた取
引の適正化が不可欠であることから、本年 2 月に開催が予定されている「取引適正化・価格転嫁推進
フォーラム」等を通じて、県内の機運醸成を図ってまいります。
　非正規雇用労働者に処遇改善については、労働基準監督署と連携し、労働局の組織力を生かして同一労
働同一賃金の遵守の徹底に取り組んでまいります。また、人材不足が進む中、同一労働同一賃金に取り組ん
でおられる企業の求人へつながるよう、同一労働同一賃金の取組状況を求人票に記載いただく等ハローワー
クとの連携を図るとともに、愛知働き方改革推進支援センター（愛知労働局委託事業）においても、同一労
働同一賃金をはじめとする中小企業・小規模事業者の労働環境改善に向けた支援に取り組んでまいります。
　「多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり・就職支援」については、昨年 11 月に施行されたフリーラ
ンス・事業者間取引適正化等法、本年 4 月から順次施行される改正育児・介護休業法、改正次世代育成
支援対策推進法の周知に努めてまいります。
　フリーランス・事業者間取引適正化等法は、フリーランスの方の取引の適正化と就業環境の整備を図
ることを目的としています。今後、企業がフリーランスを活用していくことが見込まれることから、発
注者となる事業主やフリーランスの方が法について理解を深めていただけるよう周知を行うとともに、
個別のご相談に対しては、関係機関と連携して適切に対応してまいります。
　改正育児・介護休業法では、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に
応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、男性の育児休業取得率の公表義務の対象となる企
業規模が 1,000 人超から 300 人超へ拡大されます。また、令和 7 年 3 月末までの時限立法であった次世
代育成支援対策推進法も 10 年間延長され、育児休業取得状況や労働時間の状況把握、数値目標の設定
が義務付けられます。両立支援助成金のご活用も促しながら、改正育児・介護休業法、改正次世代育成
支援対策推進法の着実な履行確保を図ってまいります。
　また、男女間賃金格差の解消や女性の管理職登用など、一層の女性活躍推進が企業や地域の活力とな
るよう、働きやすい職場環境の整備やアンコンシャスバイアスの解消などにお取り組みいただくととも
に、企業規模にかかわらず各種ハラスメント防止対策が徹底されるよう働きかけを行ってまいります。
　結びに、本年も様々な課題に適切に対応していく所存ですので、皆様のご支援とご協力を賜りますよ
うお願い申し上げますとともに、本年が皆様にとってより佳き年となりますよう祈念いたしまして、年
頭のご挨拶といたします。

新　春　の　ご　挨　拶
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愛知労働局職業安定部長　林　幹雄

　新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。

　貴協会の皆様方におかれましては、日頃から職業安定行政の推進に格別な

ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　令和 7 年の念頭にあたり、職業安定行政の本年の取組について述べさせて

いただきます。

　雇用失業情勢については、基幹産業である自動車関連産業を中心に幅広い産

業で回復の動きがあるといったことを基本的な背景として、業種による差異は

あるものの、雇用の持ち直しの動きが広がりつつありますが、エネルギー価格や原材料価格の上昇などが雇

用に影響を及ぼし得ることから、これらの状況について、引き続き注意する必要があると認識しております。

　また、生産年齢人口が減少する中、多くの業種において人材確保が困難な状況が続き、特に中小企業

では人手不足感が深刻化しています。そのため、ハローワークは、求人者・求職者支援の強化により地

域のマッチングを進めてまいります。

　具体的には、企業に対しては求人条件緩和の提案にとどまらず企業や業界の魅力をともに発信し、人

材確保を支援してまいります。また、求職者に対しては多様なニーズに柔軟に対応するため、担当者を

決めて職業相談を行うなどきめ細やかな支援に努めてまいります。

　さらに、ハローワークの利便性を向上するため、スマートフォンやパソコンを使うことでハローワー

クに来所していただかなくても求人申し込みを行ったり、求人票の閲覧、オンライン職業相談を行った

りするなど、オンラインによるサービスの提供を一層推進してまいります。

　公的職業訓練については、地域や産業界の人材ニーズや求職者の訓練ニーズを踏まえ、人手不足が深

刻な分野や成長が見込まれる分野、特にデジタル分野における人材育成に重点を置いた訓練を計画し実

施してまいります。また、「人への投資」の促進、「三位一体の労働市場改革」を進めるため、引き続き、

人材開発支援助成金の活用促進を図ってまいります。加えて、助成金の活用促進にあたって、在職者訓

練や生産性向上支援訓練の制度周知を併せて行うことにより、企業の人材育成を支援してまいります。

　県内における障害者雇用は、企業における理解と障害者自身の自立意識の高まりにより着実に進んでいる

ものの、愛知の障害者雇用率は、未だ法定雇用率はもとより全国の実雇用率を下回っている状況であります。

　予定されている除外率の引き下げ、法定雇用率の引き上げにより、未達成企業のみならず、今後、不

足が見込まれる企業に対しても、関係機関と連携しながら障害者雇用の支援を実施していきます。

　外国人雇用対策については、人手不足への対応として、技能実習制度に変わる新たな制度として育成

就労制度の導入が決定し、今後、外国人労働者のさらなる活躍が見込まれるため、外国人労働者に係る

労働市場にも注視しつつ、ハローワークでの留学生等への支援も含め、外国人材の活用など適切な職業

紹介等の業務を実施してまいります。

　本年も多様な課題に対して適切に対応していく所存ですので、皆様のご支援とご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。

　本年が皆様にとってより良い年になるよう祈念いたしまして、年頭の御挨拶とさせていただきます。

新　春　の　ご　挨　拶
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刈谷労働基準監督署　署長　佐野　晃

　新年あけましておめでとうございます。

　一般社団法人刈谷労働基準協会並びに会員事業場の皆様には、旧年中、当

署の業務に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　また、貴協会におかれましては、昨年は節目となる創立 50 周年を迎えられ、

盛大な記念式典が執り行われるともに、労働基準行政や労働基準協会の事業

に貢献された多くの方々が表彰されました。皆様方の活動に対し改めて感謝

申し上げますとともに、貴協会の持続的な事業運営に加え、次なるステージ

へ向けての更なる飛躍を期待しています。

　さて、令和 6 年 4 月から、これまで適用が猶予されていた事業又は業務（建設業、自動車運転者及び

医師）に対して、時間外労働の上限規制の適用が開始されました。当署としましても、業界団体や関係

行政機関と連携を図りながら、法の円滑な施行と定着に向けて、きめ細やかな企業支援と監督指導を行っ

てまいりますので、引き続きのご理解とご協力をお願いします。

　最低賃金につきましては、昨年 10 月 1 日に愛知県最低賃金が改正されました。過去最大の 50 円の引

き上げで、時間額 1,077 円となりました。中小企業・小規模事業者の皆様に対しては、業務改善助成金

などによる支援策も案内しているところです。この助成金は、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上

げるとともに、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、要した費用の一部を助成するというも

のですので、ぜひご活用いただくようお願いします。

　当署管内の労働災害の発生状況につきましては、昨年 11 月末日現在の速報値では、休業 4 日以上の

死傷者数（新型コロナウイルス感染症を除く）が 455 人と、前年同期より 55 人増加しています。また、

死亡災害については、残念ながら 1 件発生しています。重篤な労働災害の撲滅と労働災害の減少を目指

し、愛知労働局では、自律的でポジティブな安全衛生管理の促進を図るため、安全管理を経営課題と捉

える「安全経営あいち®」を提唱し、「安全経営あいち賛同事業場制度」を運用していますので、この機

会にぜひご賛同いただき、企業価値向上の一助としていただけたらと思います。当署としましても、引

き続き、労働者が安全で健康に働くことができる環境整備のため、より一層の支援を行っていくことと

します。

　労災補償業務につきましては、法令、認定基準等に基づいた事務処理を徹底し、迅速かつ適正に必要

な保険給付を図り、被災された労働者の方々等に対する保護を図ってまいります。

　結びに、本年が皆様方にとって明るい年となりますよう、また、貴協会並びに会員事業場の皆様の繁

栄を心よりご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

新　春　の　ご　挨　拶
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【刈谷労働基準監督署】
署 長 佐野　晃

副 署 長 松尾　鏡子

職 員 一 同

【一般社団法人　刈谷労働基準協会】
会 　 長 新家　俊明 ㈱ジェイテクト 理 　 事 杉浦　朋之 津田工業㈱

副 会 長 近藤　智義 ㈱近藤組 〃 桒田　智 倉敷紡績㈱　安城工場

〃 岡田　潤 ㈱ DAPAC 〃 安藤　茂則 カリツー㈱

〃 神谷　直樹 ㈱マキタ 〃 髙橋　英明 ㈱イノアックコーポレーション　安城事業所

〃 神谷　弘恵 高浜共立運輸㈱ 〃 中根　正喜 中一建設工業㈱

〃 杉浦　敏夫 スギ製菓㈱ 〃 伊藤　淳 フタバ産業㈱　知立工場

専 務 理 事 渡辺　秀博 （一社）刈谷労働基準協会 〃 田中　宏司 黒金化成㈱　テクニカルセンター

理 　 事 南部　久典 ㈱豊田自動織機 〃 内藤　大介 エヌティーテクノ㈱

〃 棚橋　昭 ㈱デンソー 〃 奥野伸一郎 奥野工業㈱

〃 平野　元彦 ㈱アイシン 〃 磯貝　政博 春日運送㈱

〃 加藤　幹雄 トヨタ車体㈱ 〃 坂　充貴 ㈱ JERA　碧南火力発電所

〃 鶴田　久人 トヨタ紡織㈱ 〃 鈴木　泰博 クロタ精工㈱

〃 長谷　由廣 中央精機㈱ 〃 蜷川　洋一 日東醸造㈱

〃 奥野　櫻子 奥野機材㈱ 〃 鳥居　慶輔 寿金属工業㈱　碧南工場

〃 石神　巌 小林クリエイト㈱ 監 　 事 山本　誠 サンエイ㈱

〃 鳥山　英行 アスカ㈱ 〃 稲村　重信 愛三工業㈱　安城工場

謹　賀　新　年
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1 ．趣旨
　国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不
明な物質が多く含まれる。また、化学物質による休業 4 日以上の労働災害（がん等の遅発性疾病を除く。）
のうち、特定化学物質障害予防規則（昭和 47 年労働省令第 39 号）等の特別規則による規制の対象となっ
ていない物質に起因するものが多数を占めている。
　これらを踏まえ、特別規則による規制の対象となっていない物質への対策の強化を主眼とし、国によ
るばく露の上限となる基準等の制定、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みの整備・拡充を前提
として、事業者が、危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメントの結果に基づき、国の定める基
準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施する制度を導入したところである。
　こうした規制の対象となる化学物質（リスクアセスメント対象物）は順次拡大され、令和 8 年 4 月か
ら約 2900 物質が規制対象となるが、これに伴い、対策を講ずべき事業場の範囲が、従来の製造業中心
から第三次産業を含めた幅広い業種に大幅に拡大する。また、業種・規模に関わらず、リスクアセスメ
ント対象物を製造、取扱い等を行う全ての事業場において、化学物質管理者を選任し、化学物質を管理
させる必要があり、化学物質管理の知見が十分でない第三次産業の事業場や中小零細事業場に対しても、
新たな化学物質規制を広く浸透させる取組が重要となる。
　また、国際的には、「化学物質に関するグローバル枠組み（GFC）―化学物質や廃棄物の有害な影響
から解放された世界へ」（第 5 回国際化学物質管理会議採択）において、多様な分野（環境、経済、社会、
保健、農業、労働等）における多様な主体（政府、政府間組織、市民社会、産業界、学術界等）による
ライフサイクル（製造から製品への使用等を経て廃棄まで）を通じた化学物質管理が求められているこ
とから、国内の化学物質管理において関係省庁が連携し相乗効果を高めていくことが必要である。
　このような背景を踏まえ、厚生労働省は、経済産業省、環境省等の関係行政機関、災害防止団体等安
全衛生関係団体、労働団体や事業者団体等の幅広い協力を得て、令和 6 年度化学物質管理強調月間を、
以下のスローガンの下で展開することにより、広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重
要性に関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を図ることとする。

正しく理解 正しく管理 化学物質と向き合おう

2 ．期間
　2 月 1 日から 2 月 28 日までとする。

3 ．実施体制
　⑴　主唱者
　　　厚生労働省、中央労働災害防止協会
　⑵　協力連携者
　　　経済産業省、環境省
　⑶　協賛者
　　 　建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止

協会、林業・木材製造業労働災害防止協会
　⑷　協力者
　　　関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体
　⑸　実施者
　　　各事業者

令和 6 年度化学物質管理強調月間実施要綱
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4 ．実施事項
　⑴　主唱者・協力連携者・協賛者
　　ア　化学物質管理に係る啓発
　　　　 　化学物質管理の知見が十分でない第三次産業や中小零細事業場を重点として、化学物質管理

を広く浸透させることを目的とした周知啓発活動の実施
　　イ　化学物質に関する説明会等の開催
　　　　 　化学物質に関する法令や対策等に係る、化学物質管理に取り組む事業者向けの説明会等の開催
　　ウ　「化学物質と環境に関する政策対話」等の実施による情報共有及び意思疎通
　　エ　化学物質アドバイザー等を活用した普及啓発
　　オ　化学物質管理に係る広報資料等の作成、配布
　　カ　雑誌等を通じた広報
　　キ　事業者の実施事項についての指導援助
　　ク　その他「化学物質管理強調月間」にふさわしい行事等の実施
　　ケ　ア～クの事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力の依頼

　⑵　実施者
　　ア 　製造し、又は取り扱っている化学物質の把握及び、化学物質の安全データシート（以下「SDS」

という。）等による危険有害性等の確認
　　イ　特定化学物質障害予防規則等の特別規則、石綿障害予防規則の遵守の徹底
　　ウ　ラベル表示・SDS 交付、リスクアセスメントの実施等
　　　 a 　 製造者・流通業者が化学物質を含む製剤等を出荷する際のラベル表示・SDS 交付等の徹底

及びユーザーが購入した際のラベル表示・SDS 交付等の状況の確認
　　　 b 　 SDS 等により把握した危険有害性に基づくリスクアセスメントの実施とその結果に基づく

ばく露濃度の低減や適切な保護具の使用等のリスク低減対策の実施
　　　 c 　 ラベル・SDS の内容やリスクアセスメントの結果に関する労働者に対する教育の実施
　　　 d 　 危険有害性等が判明していない化学物質を安易に用いないこと、また、危険有害性等が不明

であることは当該化学物質が安全又は無害であることを意味するものではないことを踏まえ
た取扱物質の選定、ばく露低減措置及び労働者に対する教育の推進

　　　 e 　 皮膚接触や眼への飛散による薬傷等や皮膚からの吸収等を防ぐための適切な保護具の使用
や、汚染時の洗浄を含む、化学物質の取扱上の注意事項の確認

　　　 f 　特殊健康診断等による健康管理の徹底
　　　 g 　塗料の剥離作業における健康障害防止対策の徹底
　　　 h 　金属アーク溶接等作業における健康障害防止対策の徹底
　　エ　化学物質管理者の選任状況の確認
　　オ　日常の化学物質管理の総点検
　　カ　事業者又は化学物質管理者による職場巡視
　　キ　スローガン等の掲示
　　　　スローガンは、必要に応じて以下より選択
　　　　・正しく理解 正しく管理 化学物質と向き合おう
　　　　・危険知り 管理を徹底化学物質 みんなで守れ安心職場
　　　　・目に見えないからこそ実施しよう 化学物質のリスクアセスメント
　　　　・化学物質に潜む危険 知って対策 慣れた作業も総点検
　　ク　有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
　　ケ 　化学物質管理に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他化学物質

管理への意識高揚のための行事等の実施
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愛知労働局

　愛知労働局では、令和 6 年 11 月 22 日、小林洋子

局長が住友理工株式会社 小牧本社・製作所を訪問

しました。

　住友理工株式会社は、1929 年に三重県四日市市

で創業し、1964 年に小牧市に本社を移転しました。

自動車用防振ゴムで世界トップシェア、自動車用

ホースで国内トップシェア（同社調べ）の高機能ゴ

ム・樹脂製造企業です。

　冒頭、清水 和志代表取締役・執行役員社長から「就任当初は残業がたくさんあり、職場を変えてい

かないと優秀な人が入ってこないとの思いのもと、様々な仕掛けをしている。」との御挨拶があり、そ

の後、資料を用いて同社の取組に関する説明がありました。

　同社では、「活き生き 5 活動」と銘打って、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進などを通じ

た働きやすさの向上だけではなく、育児・介護に関する各種研修や職場支援を通じて働きがいの向上に

も力を入れています。

　また、事業所内託児所「コアラぽっけ」を開設しており、20 時 30 分までの延長保育にも対応するなど、

社員が安心して働ける環境づくりに努めています。

　その後、令和 6 年 11 月にリニューアルしたばかりの健康支援センターや防振工場、さらには社員み

ずからが提案・企画して改装された工場内の休憩室なども視察しました。

　また、本年 4 月から、トラックドライバー等にも時間外・休日労働の上限規制が適用されていること

への対策として、定期ルートの見直しや荷卸し時の待機所の設置などに取り組んでいるとのことでした。

　最後に、小林局長は「勤務間インターバルの実施に際して社員への周知を丁寧に時間をかけて行うな

ど、基本的なこと、地道なことをしっかりとやられているという印象を受けた。また、安全衛生につい

ても、ヒヤリハットの段階ですぐに吸い上げて対応されていることが重篤な災害の防止につながってい

ると感じた。」と感想を述べました。

愛知労働局長がベストプラクティス企業を訪問しました
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　2024 年 11 月 13 日㈬～ 15 日㈮の 3 日間にわ

たり、国内最大の安全衛生大会として全国各地

から 9,100 人を超える労働安全衛生の関係者が

一堂に会し、全国産業安全衛生大会が広島にて

盛大に執り行われました。

　初日は総合集会が行われ、開会式では、中災

防副会長の山碕聡志氏（愛知県労働基準協会会

長）の開会の辞に続き、中災防会長の十倉雅和

氏（経団連会長）の大会式時（ビデオメッセー

ジ）、続いて厚生労働大臣（代読）、スポーツ庁

長官（ビデオ）、広島県知事（代読）、広島市長（代読）の祝辞と広島県労働基準協会会長による挨拶が

行われました。

　その後、各表彰（中災防会長賞、顕功賞、緑十字賞）が行われ、中災防副会長の秦章夫氏（大阪労働

基準連合会会長）が大会宣言を朗読し、採択されました。

　休憩を挟んで、厚生労働省労働基準局安全衛生部長の井内 努氏による「労働安全衛生行政の動向」

と題した講演、Deportare Partners 代表 / 元陸上選手の為末 大氏による「熟達しつづけるために」と

題した講演が行われ、プログラムを終了しました。

　2 日目、3 日目は 3 会場に分かれて分科会毎に、特別報告、研究発表、講演・シンポジウム等が行わ

れました。

　3 日目の安全管理活動分科会では、広島市文化交流会館にて、サンエイ株式会社の安井悠氏による発

表がありました。

　「交通安全対策を健康支援につなげる新しい健康経営のカタチ」と題し、従業員の高齢化に伴う健康

問題、また社会問題となっている大型車両運転者の健康状態に起因する重大事故に対し、交通安全対策

の観点に健康支援をつなげるという内容です。

第 83 回　全国産業安全衛生大会　in 広島
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　交通事故撲滅に取り組みつつ、従業員の健康状態の把握にも取り組み、従

業員、その家族から感謝された内容に会場内の参加者は興味深く聴講されて

いる様子でした。

　また、高年齢者に向けた運転適性検査、睡眠時無呼吸症候群による健康問

題について、産業医、保健師がフォローを行い、企業としても検査費用を負

担する等、手厚い支援を行っていることに会場からは関心の声が上がってい

ました。

　本内容は昨今国内で起きている交通事故の未然防止として大変参考にある

取り組みとなっています。ご興味のある方は協

会までご連絡ください。

　同時開催として、国内最大級の安全衛生保護

具・機械などの展示会「緑十字展 2024―働く

人の安心づくりフェア in 広島―」が広島県立

広島産業会館で行われました。

　来年の第 84 回全国産業安全衛生大会は、大

阪市にあるインテックス大阪にて 9 月 10 日㈬

から 12 日㈮までの予定で開催されます。

広島市文化交流会館　大宴会場

安井　悠 氏
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　昨年 12 月 11 日㈬に「労働衛生講習会」を刈谷労働基準監督署 後援の下、あいち産業科学技術総合

センター 交流ホールにて 112 名が参加して開催されました。

　はじめに、スギ製菓㈱の杉浦衛生部会長の挨拶のあと、刈谷労働基準監督署の

松尾副署長から次のように挨拶がありました。

　令和 6 年 11 月現在の刈谷労働基準間監督署内

の労働災害発生状況は、休業 4 日以上の死傷者

数は（新型コロナウイルス感染症を除く）455 人、

死亡者数は 1 人と厳しい状況であり、有害物と

の接触による休業 4 日以上の災害は 3 件発生し

ている。化学物質を起因物とする労働災害は国

全体で年間約 500 件発生しており、そのうちの約 8 割は、特定化学物質

障害予防規則等個別規制の対象外の化学物質による災害となっている。

その対応として、リスク評価の上、対策を講じる自律的な化学物質管理の推進をお願いされました。

　講習では、刈谷労働基準監督署　藤枝安全専門官より、「労働衛生管理について」

と題した説明で、基本的な労働衛生管理として、何もしなければ健康被害への影

響は免れず、労働衛生の 3 管理（作業環境管理、作業管理、健康管理）を確実に

実施することが必要とした上で、SDS の活用や皮膚障害等防止のための保護具

の選定と着用管理責任者の選任について説明されました。

　また、死傷病報告書の電子申請への対応と、安全経営あいち推進大会（2025

年 1 月 27 日開催）への参加をお願いされました。

　続いて、愛知産業保健総合支援センター メンタルヘルス対策・両立支援促進員

で精神保健福祉士・公認心理師の吉田ゆり氏より「70 分で学ぶメンタルヘルス対

策の実践ガイド～職場環境改善のステップ」と題して、先ず、メンタルヘルスの

取組みが進んでいない企業の割合とその理由や、仕事上の不安・ストレスを抱え

る人の割合とその内容を話されました。次に、メンタルヘルス対策に取り組む手

順やメンタルが不調で休む人が少ない職場の特徴の説明したのち、ストレスチェッ

ク制度の導入から運用について、実施の体制、受験者への通知とその後の医師と

の面談対応、職場の環境改善までのステップやストレスチェック実施上の留意事項など解説されました。

　ストレスチェックは、50 人未満の労働者を使用する事業者に対して現状努力義務となっているが、

今後の実施義務化対応を見据えて衛生推進者を選任し対応することが望ましいと話されました。

　最後に、愛知産業保健総合支援センターでは、メンタルヘルスや産業保健に関する無料相談、個別出

張講習などに対応しているので、必要であれば活用して欲しいとお願いされました。

　尚、当日配布した資料が必要な場合は、刈谷労働基準協会までお問い合わせ下さい。

労働衛生講習会が開催される

刈谷労働基準監督署 松尾副署長

杉浦衛生部会長

刈谷労働基準監督署
　藤枝安全専門官

吉田ゆり氏
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第 4 回講演テーマ

「就業規則の遵守と懲戒処分について」

　愛知県下各労働基準協会は、「令和 6 年度　労働トラブル防止総合講座」を開催しています。今年度は、

『労働トラブルとなりやすい“5 つの事例”への適正な対応について 』を総括テーマに、5 つの労働重

大課題の対策を 5 人の労働専門弁護士が解説します。

　本講座は会場における対面受講のほか、インターネット受講にも対応しています。インターネット受

講では、各自ダウンロードした資料とともに当日の講演を撮影した映像で各自受講します。

　さる 12 月 6 日に開催した第 4 回は「就業規則の遵守と懲戒処分について」と

題し、那須・岩﨑法律事務所　岩﨑友就弁護士が講演を行いました。当日は、愛

知県内企業の労務人事・安全衛生管理者・担当者などインターネット受講と合わ

せ、約 50 名が受講しました。

　講座では、はじめに愛知県下各労働基準協会を代表し（一

社）刈谷労働基準協会　渡辺秀博専務理事が開会挨拶を行

い、続いて岩﨑弁護士より「就業規則と懲戒処分」「懲戒

処分の進め方」「懲戒事由ごとの対応策」「その他の就業規則見直しのポイント」

について、それぞれ解説が行われました。

　次回「労働トラブル防止総合講座」の予定は以下のとおりです。

■第 5 回■

　令和 7 年 2 月 21 日

　庄司法律事務所 所長

　庄司俊哉弁護士

　「労働災害の防止と

　　 安全配慮義務について」

　各回とも、会場は当協会大会議室、午

後 1 時半から 4 時半。会員 6900 円、一般

9130 円。対面受講が終了している回もイ

ンターネット受講が可能です。

　お問い合わせ・お申し込みは、実施機関

（一社）名北労働基準協会　総合受付（電話 052―961―1666）もしくはホームページをご覧ください。

令和６年度「労働トラブル防止総合講座」開催

令和６年度第４回『労働トラブル防止総合講座』

岩﨑弁護士

渡辺専務理事



― 15 ―

知立支部
　知立支部では、12 月 5 日㈭に優良工場見学会を開催し、26 名の参加者とともに愛知県を代表する酒

蔵として名高い、関谷醸造㈱・ほうらいせん吟醸工房（豊田市）を訪問しました。

　吟醸工房では伝統の技に新しい技術を加えた酒造りについて説明があり、良いお酒のためには丁寧か

つ正確な作業や、蔵人のチームワークが重要とのお話しを聞くことができました。

　今回、5 年ぶりの開催となりましたが、実際に作業工程順に説明を受けながら酒造りに対する思い、

酒造技術等の拘りを見て学ぶことができました。

　いいものを作るための「拘り」は全事業者に通じるものがあり、参加した経営者の皆様にとって大き

な刺激となったことから、大変有用な見学会を開催することができました。

優良事業所見学会が開催される

令和 6 年発生　労働者死傷病報告書受付状況（令和 6 年 11 月末日現在）
刈谷労働基準監督署

今月件数 累　計 前年同期 対前年増減数 今月件数 累　計 前年同期 対前年増減数

休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死亡

製 造 業 計 15 （1）182 （1）162 ＋20 ＋1 建 設 業 計 5 38 32 ＋6
食 料 品 1 38 39 －1 土 木 1 6 10 －4
繊 維 2 4 －2 建 築 4 20 12 ＋8
木材・木製品 1 1 そ の 他 12 10 ＋2
製 紙・ 印 刷 2 4 3 ＋1 交通・運輸業 6 48 46 ＋2
化 学 13 8 ＋5 陸 上 貨 物 業 6 5 ＋1
窯 業・ 土 石 1 （1） 10 （1） 4 ＋6 ＋1 港 湾 荷 役 業 1 ＋1
鉄 鋼・ 非 鉄 11 10 ＋1 商 業 5 51 51
金 属 製 品 4 34 34 接客・娯楽業 2 25 27 －2
一 般 機 械 2 18 8 ＋10 清 掃 業 16 21 －5
電 気 機 械 1 2 3 －1
輸送用機械 4 40 39 ＋1 そ の 他 31 146 126 ＋20
その他製造 9 9 合 計 64（1）513（1）470 ＋43 ＋1

　※本統計は令和 6 年 11 月末までの労働者死傷病報告（休業 4 日以上）の受付件数で集計しています。
　※（　）内は死亡者数で内数で表しております。

説明を受ける参加者の皆様工房入口での集合写真
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愛知労働局管内死亡災害発生状況（令和 6 年 12 月 6 日現在の速報値）

業　種 年　別 令和 5 年（速報値）令和 4 年同時期（速報値） 令和 4 年確定値
製 造 業 8 8（ 2 ） 8（ 2 ）

食 料 品 製 造 業 1 1

化 学 工 業
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 3 1（ 1 ） 1（ 1 ）

金 属 製 品 2 2

一般・電気・輸送用 3 3

そ の 他 5 1（ 1 ） 1（ 1 ）

建 設 業 6（ 1 ） 12 12

土 木 工 事 業 4 4

建 築 工 事 業 6（ 1 ） 6 6

そ の 他 2 2

陸 上 貨 物 運 送 事 業 10（ 3 ） 4 4

商 業 4（ 2 ） 2（ 1 ） 2（ 1 ）

卸 売 業 2 2（ 1 ） 2（ 1 ）

小 売 業 2（ 2 ）

そ の 他
清 掃 ・ と 畜 業 4

上 記 以 外 の 事 業 3（ 1 ） 11（ 4 ） 11（ 4 ）

合　　　　　　計 35（ 7 ） 37（ 7 ） 37（ 7 ）

※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

愛 知 労 働 局
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愛知労働局管内死亡災害発生状況（令和 6 年 12 月 6 日現在の速報値）

業　種 年　別 令和 6 年速報値 令和 5 年同時期（速報値） 令和 5 年確定値
製 造 業 6（ 1 ） 8 8

食 料 品 製 造 業
化 学 工 業
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 3 3
金 属 製 品 1
一般・電気・輸送用 2（ 1 ）
そ の 他 3 5 5

建 設 業 7（ 2 ） 3（ 1 ） 6（ 1 ）
土 木 工 事 業
建 築 工 事 業 4 3（ 1 ） 6（ 1 ）
そ の 他 3（ 2 ）

陸 上 貨 物 運 送 事 業 2 8（ 2 ） 10（ 3 ）
商 業 7（ 6 ） 3（ 1 ） 4（ 2 ）

卸 売 業 2 2
小 売 業 6（ 5 ） 1（ 1 ） 2（ 2 ）
そ の 他 1（ 1 ）

清 掃 ・ と 畜 業 2 4 4
上 記 以 外 の 事 業 3（ 1 ） 2（ 1 ） 3（ 1 ）

合　　　　　　計 27（10） 28（ 5 ） 35（ 7 ）
※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

愛 知 労 働 局

6

愛知県の全産業死亡災害
（令和 6 年 12 月 3 日現在） 愛 知 労 働 局

発 生 月
発生時間 業　種 労働者数 被災者

職　名
年
令

経
験 事故の型 起因物 災　害　状　況

R6.11.16.
16：00

清掃 ･
と畜業 9 名以下 作業員 60

代
15
年 激突され 移動式クレーン

　事業場内において、アタッチメントを付け替えたドラ
グ・ショベルで金属スクラップを取り扱っていたところ、
旋回範囲内に立ち入った被災者が、ドラグショベルの
旋回に伴い荷等の激突をうけ、頭部を受傷したもの。

R6.11.29.
16：00

窯業土石
製品製造業 9 名以下 業務部長 50

代
13
年 爆発 可燃性のガス

　瓦の焼成状況等を確認するため、シャトルキルン
（焼成炉）に近づいたところ、突然爆発したもの。
　炉内に LP ガスが充満した状態で、点火ボタンを
押したため引火、爆発したものと推定される。
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「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が 
2024 年 11 月 1 日に施行されました。

　刈谷労働基準監督署
　「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（フリーランス・事業者間取引適正化等法）が
令和 6 年 11 月 1 日に施行されました。
　個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、
給付を受領した日から原則 60 日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付け
られます。法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の
整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。
　詳しくは、次頁のリーフレットを参照ください。

　フリーランスであっても、働き方によっては「労働者」に当たる可能性があります。
　労働基準法第 9 条では、「労働者」を「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」
と規定しています。労働基準法の「労働者」に当たるか否か、すなわち「労働者性」は、この規定に基
づき、以下の 2 つの基準で判断されます。
○ 　労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提

供しているかどうか
○　報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか

　この 2 つの基準を総称して「使用従属性」と呼びます。
　「使用従属性」が認められるかどうかは、請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず、
契約の内容、労務提供の形態、報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断されます。この
具体的な判断基準は、労働基準法研究会報告（労働基準法の「労働者」の判断基準について）（昭和 60
年 12 月 19 日）において、以下のように整理されています。

1 　「使用従属性」に関する判断基準
　⑴　「指揮監督下の労働」であること
　　ア　仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
　　イ　業務遂行上の指揮監督の有無
　　ウ　拘束性の有無
　　エ　代替性の有無（指揮監督関係を補強する要素）
　⑵　「報酬の労務対償性」があること
2 　「労働者性」の判断を補強する要素
　⑴　事業者性の有無
　⑵　専属性の程度
　⑶　その他（選考過程、源泉徴収、服務規律の適用、福利厚生の適用等）
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令
和
３
年
４
月
よ
り
改
正

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
が
ス

タ
ー
ト
し
、
65
～
70
歳
の
就

業
確
保
措
置
が
努
力
義
務
と

な
っ
た
。
こ
の
状
況
に
相
ま
っ

て
、
年
金
・
雇
用
保
険
の
関

連
諸
制
度
の
改
正
が
行
わ
れ

て
お
り
、
今
回
こ
こ
で
一
部

を
ご
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た

い
。

　

な
お
、
改
正
内
容
は
大
枠

的
に
述
べ
て
い
る
の
で
、
各

制
度
運
用
の
細
か
な
内
容
・

条
件
は
該
当
パ
ン
フ
ま
た
は

関
連
窓
口
に
確
認
頂
き
た
い
。

　
1
、
在
職
老
齢
年
金
支
給

停
止
基
準
額
の
変
更

　

老
齢
年
金
は
、
在
職
中
は

給
与
額
に
応
じ
て
減
額
さ
れ

る
。

　

現
行
で
は
、「
年
金
と
収
入

を
合
わ
せ
た
額
が
50
万
円
以

下
」
で
あ
れ
ば
減
額
な
し
、「
年

金
と
収
入
を
合
わ
せ
た
額
が

50
万
円
超
で
あ
れ
ば
そ
の
超

え
る
額
」
の
半
分
が
減
額
さ

れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、

令
和
４
年
４
月
以
降
、
段
階

的
に
支
給
停
止
基
準
額
が
引

き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

60
～
65
歳
の
老
齢
年
金
受

給
在
職
者
は
、
給
与
が
高
け

れ
ば
そ
れ
だ
け
年
金
が
減
額

さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た

が
、
労
働
対
価
ア
ッ
プ
に
伴

い
給
与
が
増
加
し
て
も
（
年

金
と
収
入
を
合
わ
せ
た
額
が

50
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
）
年

金
減
額
が
な
く
収
入
増
に
変

わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
2
、
高
年
齢
継
続
雇
用
給

付
の
段
階
的
縮
小

　

定
年
後
給
与
が
定
年
前
よ

り
75
％
以
下
に
減
額
さ
れ
た

場
合
、
お
お
む
ね
75
％
ま
で

の
差
を
雇
用
保
険
か
ら
給
付

さ
れ
る
の
が
高
年
齢
継
続
雇

用
給
付
だ
。
こ
の
給
付
は
、

60
％
以
下
の
減
額
の
場
合
、

給
付
額
は
15
％
相
当
で
固
定

さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
令
和
７

年
４
月
１
日
よ
り
、
65
％
以

下
の
減
額
は
10
％
相
当
で
固

定
さ
れ
る
と
な
る
。

　
3
、
高
年
齢
労
働
者
処
遇

改
善
促
進
助
成
金
制
度
（
高

齢
助
成
金
）

　

企
業
が
定
年
継
続
雇
用
者

の
賃
金
ア
ッ
プ
を
図
り
、
そ

の
結
果
雇
用
保
険
か
ら
支

給
さ
れ
る
前
記
の
「
高
年
齢

継
続
雇
用
給
付
」
額
が
減
少

（
95
％
以
上
）
し
た
場
合
、
そ

の
減
少
額
に
対
応
し
て
助
成

金
を
支
給
す
る
制
度
が
令
和

３
年
４
月
に
新
設
さ
れ
て
い

る
。

　

助
成
金
額
は
、
令
和
６
年

度
で
2
／
3
（
中
小
企
業
以

外
1
／
2
）。

※
注
：
問
合
せ
先
：
あ
い
ち

雇
用
助
成
室
☎

０
５
２
―
６
８
８

―
５
７
５
８

　

以
上
の
改
正

は
、
そ
れ
ぞ
れ
定

年
後
継
続
雇
用
者

の
処
遇
改
善
に
リ

ン
ク
し
た
も
の
と

思
料
さ
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て

も
、
労
働
力
不
足

が
継
続
し
、
若
者

代
替
が
困
難
と

な
る
中
で
高
齢
者
活
用
は
不

可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
が
た
め
、

そ
の
活
用
諸
施
策
の
展
開
が

急
務
と
な
っ
て
き
た
背
景
が

あ
る
。

　

例
え
ば
現
在
50
歳
の
基
幹

社
員
も
、
70
歳
ま
で
あ
と
20

年
間
の
勤
務
と
な
る
。
そ
の

間
、
A
I
等
に
よ
る
自
動
化

が
進
む
中
で
現
在
の
業
務
が

継
続
で
き
る
か
、
や
る
気
を

損
な
わ
ず
他
業
務
へ
の
シ
フ

ト
が
で
き
る
か
、
こ
れ
が
切

実
な
課
題
と
な
る
。
従
っ
て
、

今
後
数
十
年
あ
と
に
各
社
員

に
期
待
す
る
業
務
を
想
定
し
、

今
か
ら
そ
の
ス
キ
ル
を
身
に

つ
け
さ
せ
る
組
織
的
取
組
み

（
リ
ス
キ
リ
ン
グ
）
が
急
が
れ

る
。
更
に
、
そ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
と
し
て
、
当
該
社
員
に
そ

の
取
組
み
の
重
要
さ
を
自
覚

さ
せ
、「
70
歳
ま
で
の
雇
用

確
保
」
に
安
住
し
て
モ
ラ
ル

ダ
ウ
ン
を
き
た
す
こ
と
に
ブ

レ
ー
キ
を
か
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

ま
ず
は
、
定
年
退
職
継
続

雇
用
者
に
福
祉
的
雇
用
イ

メ
ー
ジ
を
払
拭
し
、
そ
の
ス

キ
ル
を
十
二
分
に
引
き
出
す

雇
用
条
件
等
の
逐
次
改
善
に

取
組
む
こ
と
が
喫
緊
の
課
題

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　（
吉
山
社
会
保
険
労
務
士
事

務
所
所
長
・
ホ
ワ
イ
ト
企
業

推
進
社
会
保
険
労
務
士
協
議

会
会
員
）イ

ラ
ス
ト
・
伊
藤
香
澄
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知立支部
《会社概要》

企業名：株式会社日高堂

代表者：代表取締役　関根　章由

所在地：知立市山町東並木北 22―1

資本金：1,000 万円

電　話：0566―81―0392

ＦＡＸ：0566―82―7384

従業員：16 名

取引先：官公庁、学校、地元企業約 600 社

《会社紹介》

　当社は、昭和 36 年に文房具雑貨の小売店として愛知県知立の地で創業致しました。そこから年月を

重ね、文具・OA 機器販売をはじめ様々な事業への取り組みを通じて地域と共に成長を続けて参りまし

た。これもひとえに沢山のお客様のご支援と、多くの方々からの御指導の賜と強く感謝しております。

今後も、弊社が培ってきた知識・情報・ネットワークを最大限活用し､ 地域社会に貢献､ お役立ちがで

きるよう今まで以上に努力し、安心感・信頼感を感じて頂けるよう邁進して参りますので、これからも

一層のご指導とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

◆文房具・えんぴつ１本から「最短当日」お届け！ ／
　 中小企業様にとって時間はコストです。1 分でも 1 秒でも早くお届けし、時間のムダを省きます。

◆オフィス機器・しっかり比較し「最善」を選ぶお手伝い！ ／
　 安くないものだからこそメリットデメリットをお伝えし、最適解が出るまで寄り添います。

◆オフィス家具・家具から内装までオフィスの空間を「進化」させます！ ／
　 働きやすいオフィス、効率良いオフィスになるようオフィスのリフォームをご提案いたします。

◆保守サポート・各商品やサービスに応じて保守期間やサポートをご用意！ ／
　 日高堂では、安心して長くお使いいただけるよう、アフターフォローにも力を入れています。
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　労働のトラブル・ご相談・ご質問は迷わず 052―961―7110 までお電話を

労働問題なら

●何でも　民事問題を含めた幅広いご相談が可能です

●何時でも　月～金 8：30 ～ 17：30（祝日等は除く）

● 何度でも労働基準協会会員企業さんは解決まで何度でも。

未入会企業さんも初回ご来局に限り無料でご相談が

　可能です

● 企業の立場で秘密厳守で企業防衛・繁栄のための対策を

　アドバイス。労働者の立場でのご相談はできません

●社会保険労務士等専門家が他 行政 OB・産業カウンセラー

　等企業の支援活動を行う労働の専門家です

企業の労働 110 番！

１．日　時　　2025 年 2 月 7 日㈮　13：30～16：00（予定）

２．場　所　　あいち産業科学技術総合センター　技術開発交流センター　交流ホール

　　　　　　　（刈谷市恩田町 1―157―1　電話：0566―45―5981）

３．次　第　　

　　１）挨　　拶　　（一社）刈谷労働基準協会　 労務・教育部会長　神谷　弘恵

　　　　　　　　　　刈谷労働基準監督署　　　　署長　佐野　晃

　　２）説　　明　　・ 「適切な労務管理のポイントについて」

　　　　　　　　　　　刈谷労働基準監督署　第一方面主任監督官　三戸部　孝敏

　　　　　　　　　　・ 「中小企業におけるメンタルヘルス不調者対応と職場復帰支援」

　　　　　　　　　　　愛知産業保健総合支援センター

　　　　　　　　　　　メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援促進員

　　　　　　　　　　　社会保険労務士　中瀬　高子

４．会　費　　無料

　　　※詳細につきましては、同封の案内をご覧ください。

労務管理講習会開催のお知らせ
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2024 年度 刈谷労働基準協会主催講習会
講　習　名 日　程 会　場 会　費

会　員 非会員

技
能
講
習

有機溶剤作業主任者 3 月 27・28 日 あいち産業科学技術総合センター 12,980 円

特化物・四アルキル 
鉛 等 作 業 主 任 者 3 月 18・19 日 あいち産業科学技術総合センター 12,980 円

特
別
教
育

プ レ ス 機 械 の 
金 型 等 の 調 整

（学）3 月 11 日
（実）3 月 18 日

（学）あいち産業科学技術総合センター 
（実）豊田自動織機　ラーニングセンター 13,750 円 17,050 円

低 圧 電 気 
（ 実 技 ７ H 含 む ） 3 月 25・26 日 刈谷商工会議所 17,050 円 20,350 円

産 業 用 ロ ボ ッ ト （学）3 月 6・7 日
（実）3 月19 or 20 日

（学）あいち産業科学技術総合センター 
（実）豊田自動織機　ラーニングセンター 34,980 円 38,280 円

そ
　
　
の
　
　
他

化 学 物 質 管 理 者
（ 取 扱 事 業 所 ） 3 月 28 日 あいち産業科学技術総合センター 14,520 円 17,820 円

安 全 衛 生 推 進 者 3 月 17・18 日 あいち産業科学技術総合センター 16,830 円

職 長 教 育（ 製 造 業 ） 3 月 3・4 日 あいち産業科学技術総合センター 12,980 円 16,280 円

　※会費にはテキスト代、消費税を含みます。
　　https://www.kariya-rouki.or.jp

2025 年度
講　習　名 日　程 会　場 会　費

会　員 非会員

技
　
　
能
　
　
講
　
　
習

31H フォークリフト （学）4 月 4 日
（実）4 月 5・6・12 日

（学）あいち産業科学技術総合センター 
（実）豊田自動織機　高浜工場　 32,450 円

プレス機械作業主任者 4 月 14・15 日 あいち産業科学技術総合センター 13,090 円

有機溶剤作業主任者 4 月 14・15 日 あいち産業科学技術総合センター 12,980 円

特化物・四アルキル 
鉛 等 作 業 主 任 者 4 月 3・4 日 あいち産業科学技術総合センター 12,980 円

石 綿 作 業 主 任 者 4 月 7・8 日 あいち産業科学技術総合センター 13,321 円

特
別
教
育

低 圧 電 気 
（ 実 技 ７ H 含 む ） 4 月 22・23 日 刈谷商工会議所 17,050 円 20,350 円

そ
　
　
の
　
　
他

建 築 物 石 綿 含
有 建 材 調 査 者 4 月 10・11 日 あいち産業科学技術総合センター 44,000 円 49,181 円

雇 入 時（ 新 入 者 ） 4 月 21 日 あいち産業科学技術総合センター  7,568 円 10,868 円

安 全 管 理 者 選 任 時 4 月 8・9 日 あいち産業科学技術総合センター 18,150 円 21,450 円

職 長 教 育（ 製 造 業 ） 4 月 9・10 日 あいち産業科学技術総合センター 12,980 円 16,280 円

保護具着用管理責任者 4 月 28 日 あいち産業科学技術総合センター 17,050 円 20,350 円

　※会費にはテキスト代、消費税を含みます。
　　https://www.kariya-rouki.or.jp
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愛知労働基準協会主催講習会
講習会等

開催月日
学科会場 実技会場 受講料

学　科（日） 実　技（日）

技
　
能
　
講
　
習

ガ ス 溶 接 2 月 14 日 2 月 18 日 ポ ー ラ ビ ル 愛 知 製 鋼 13,780 円

乾 燥 設 備 2 月 27・28 日 ポ ー ラ ビ ル 13,450 円

鉛 2 月 11・12 日 ポ ー ラ ビ ル 13,170 円

シ ョ ベ ル ロ ー ダ ー 等 運 転 2 月 17 日
2月18・19・20・21日 

or 
2月25・26・27・28日

豊 和 工 業 ポリテクセンター 
名 古 屋 港 53,370 円

そ
　
の
　
他

局 所 排 気 装 置 自 主 検 査 者 2 月 4・5 日 2 月 6 日 昭 和 電 機 昭 和 電 機
会員 

58,500 円 
非会員 

63,000 円

マ ス ク フ ィ ッ ト テ ス ト 2 月 7 日 名古屋市公会堂
会員 

21,880 円 
非会員 

26,080 円

中災防主催講習会
（刈谷労働基準協会会員は会員価格で受講できます）

講　習　名 日　程 会　　場
会費

会員 非会員

危険予知訓練（KYT）1 日研修会 3 月 17 日 あいち産業科学技術総合センター 16,830 円 18,700 円

刈谷労働基準協会主催講習会（労務・労働問題関連）
種別 講　習　会　名 QR コード 1月 2月 3 月 会費（単位 : 円） 会　場会　員 非会員

労
働
法
令

総
合
講
座

1 . 労働実務基礎講習（半日） 9 4 11 無　料 名北労働基準協会他

2 . 労働実務総合研修（1 日） 13 10,000 13,330
名北労働基準協会

3 . 労働実務専門講座（4 日間） 15
29

12
26

全日
36,700

全日
44,500

4 . 建設業雇用管理者研修（１日） 無　料 名北労働基準協会他

労
働
問
題

セ
ミ
ナ
ー

1 . 労働問題総合対策セミナー 無　料 岡谷鋼機名古屋公会堂

2 . 労働トラブル防止総合講座 21  6,900  9,130 名北労働基準協会

安
全
衛
生

1 . 携帯丸のこ等取扱作業従事者教育 7
 7,300  8,900 名古屋市工業研究所

2 . 振動工具取扱作業者安全衛生教育

3 . 騒音障害防止対策管理者労働衛生教育  8,690 11,990 あいち産業科学技術センター

4 . 名古屋・尾張労働災害防止大会 3 無料（資料 1000 円） ウインクあいち

社
　
員
　
教
　
育

1 . 管理能力向上研修

1～3

4～6

5

 6,000  7,000 名北労働基準協会

2 . メンタルヘルス管理者研修 4

3 . 人事考課者研修 16

4 . ハラスメント防止研修 30 18

5 . ハラスメント相談担当者研修 18

6 . 採用担当者研修

（県下各協会合同開催）
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謹　賀　新　年

H40×W160

www.toyota-shokki.co.jp

コンプレッサー

産業車両成長

夢
挑戦ユニーク

繊維機械

自動車事業

飛躍

未来
こだわり

歴史物流

エレクトロニクス
環境

ワ
ク
ワ
ク
を

カ
タ
チ
に
変
え
る
。― 4 ―
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謹　賀　新　年

株式会社豊田自動織機グループ

〒448-0844　刈谷市広小路4丁目15番地　SKmビル3F
TEL：0566-25-2258
E-mail : sv_bousai@sunvalley-e.co.jp

職場の防災・備蓄品のご用命は下記までお問い合わせください

その居心地の良い空間は、トヨタ紡織のある空間です。

すべてのモビリティーへ“上質な時空間”を提供

HP：https://takahamadenko.com/

https://www.kurotaseiko.co.jp
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謹　賀　新　年

https://www.nakagawa-kk.co.jp/

https://www.e-houan.co.jp/

工場メンテナンスのエキスパート

https://nakaichi-re.co.jp/

機関紙「kARIYA　2017」協賛広告
サイズ：W80×H40 mm
色：黒１色
掲載料（年４回）：￥18,000

「「人人」」とと「「技技術術」」ののイインンテテググレレーーシショョンン

アアススカカ株株式式会会社社
　　　　自自動動車車部部品品事事業業【【自自動動車車部部品品ののププレレスス加加工工・・溶溶接接組組立立】】

　　　　配配電電盤盤事事業業【【分分電電盤盤・・制制御御盤盤・・盤盤用用キキャャビビネネッットト】】

　　　　ロロボボッットトシシスステテムム事事業業【【産産業業用用ロロボボッットト・・自自動動化化シシスステテムム・・制制御御装装置置】】

みんなでつくる「脱炭素社会」
排ガスゼロ・燃料ゼロ・始動の手間ゼロ & 低騒音

※ ※

※工具使用時

充電式スイーパ
VS001GZ
充電式スイーパ
VS001GZ
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住友建機販売（株）住友建機教習所　愛知教習センター

https://www.sumitomokenki.co.jp

住友建機販売（株）住友建機教習所　愛知教習センター

https://www.sumitomokenki.co.jp

床の安全対策は、

HAYAJIN-グリップ
0566-36-5527

早川建設㈱防滑事業部1
　
月

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

移 動 式 ク レ ー ン 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 ●学科試験

クレーン・
デ リ ッ ク

学 科 講 習 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 学科講習 学科講習 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学科実技併合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

衛 生 管 理 者

車 両 系 建 設 機 械
14Hコース
18Hコース
38Hコース

14Hコース 　　　　　　　　

　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14Hコース
18Hコース
38Hコース

　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

解 体 用 機 械 　　　　 　　　　 　　　　

不 整 地 運 搬 車 　　　　　　　　

小型移動式クレーン
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

玉 掛
12/26～1/5 まで休みとなります。
ご迷惑をお掛けいたしますが、
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　

ク レ ー ン 特 別 教 育
　 玉掛（Ｂ）併合 　

　　　　　　　　　　　　　　　　

高 所 作 業 車 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　

床 上 ク レ ー ン 　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

ガ ス 溶 接 　　　　　　　　 　　　　　　　　

特 別 教 育

　　　　　　　　 ローラ
　　　　　　　　 クレーン 5t 未 　　　　　　　　 高所 10m 未 　　　　　　　　 クレーン 5t 未

　　　　　　　　 小型車両系 　　　　　　　　 小型車両系
アーク 　　　　　　　　　　　　 アーク 　　　　　　　　　　　　

低圧電気 14H コース 　　　　　　　　 　　　　 自由研削砥石 機械研削砥石 　　　　　　　　 自由研削砥石 　　　　

低圧電気 14H コース 　　　　　　　　　　　　 　　　　 粉じん 玉掛け特別 　　　　　　　　

　　　　 酸欠 　　　　　　　　 巻上げ
　　　　 フルハーネス 　　　　 フルハーネス フルハーネス 　　　　

　　　　 テールゲート 　　　　 テールゲート

安 全 衛 生 教 育 等 　　　　 刈払機
　　　　　　　　 職長教育

　　　　 振動工具

2
　
月

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

移 動 式 ク レ ー ン

クレーン・
デ リ ッ ク

学 科 講 習 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 学科講習

学科実技併合
　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

衛 生 管 理 者

車 両 系 建 設 機 械
　　　　　　　　 14H コース
　　　　　　　　　　　　 18H コース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38H コース

14Hコース
18Hコース
38Hコース

　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14Hコース 　　　　　　　　

解 体 用 機 械 　　　　 　　　　 　　　　

不 整 地 運 搬 車

小型移動式クレーン 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　

玉 掛 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　

ク レ ー ン 特 別 教 育
　 玉掛（Ｂ）併合 　 2/6、7はスタッフ研修のため、休みとなります。

ご迷惑をお掛けいたしますが、
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　

高 所 作 業 車 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　

床 上 ク レ ー ン 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

ガ ス 溶 接 　　　　　　　　 　　　　　　　　

特 別 教 育

ローラ 　　　　　　　　 　　　　　　　　 クレーン 5t 未
高所 10m 未 　　　　　　　　 　　　　　　　　 小型車両系 　　　　　　　　 小型車両系

　　　　　　　　　　　　 アーク 　　　　　　　　　　　　 アーク
　　　　 自由研削砥石 　　　　 自由研削砥石 　　　　　　　　 機械研削砥石

　　　　　　　　 低圧電気 14H コース
　　　　　　　　　　　　 低圧電気 14H コース
　　　　 酸欠 　　　　 粉じん 　　　　　　　　 巻上げ

　　　　 フルハーネス 　　　　 フルハーネス 　　　　 フルハーネス
　　　　 テールゲート 　　　　 テールゲート

安 全 衛 生 教 育 等 　　　　 振動工具
有機溶剤 　　　　

　　　　　　　　 職長教育
　　　　 丸のこ



山梨県忍野村「彩飾剣美」山梨県忍野村「彩飾剣美」山梨県忍野村「彩飾剣美」
最新の労働安全衛生法と関連政省令、
告示等に加え、新たに発出された主な
行政指導通達を収録しています。

052―602―4747
052―602―6821

19,800円（税込）

作業環境測定機関登録２３－1
労働衛生コンサルタント登録

〒457―0832 名古屋市南区浜中町 1 ̶ 5 ̶ 1

一　　般
社団法人
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表紙 1-4　C M Y K

　
か
　
り
　
や
　
　
　
一
月
号

発
　
行
　
所
　
刈
谷
市
高
松
町
一
―
二
九
　
ハ
ー
ト
ヒ
ル
ズ
刈
谷
ビ
ル
五
階

一
般
社
団
法
人
　
刈
谷
労
働
基
準
協
会
　
〒
四
四
八
―
〇
八
五
三

　
　
　
　
　
　
　
　（
電
話
　
〇
五
六
六
―
二
一
―
六
三
三
七
）

編
　
集
　
人
　
渡
　
辺
　
秀
　
博

印
　
刷
　
所
　
刈
谷
市
幸
町
二
―
二
　
定
価
一
五
〇
円
　
　

　
　
　
　
　
　
　
㈱
ク
イ
ッ
ク
ス

2025 年 1月発行　通巻 609号

2025

1月

No.609

二
〇
二
五
年
一
月
発
行

　
通
巻
六
〇
九
号

新年のご挨拶  1

謹賀新年  7

令和 6 年度化学物質管理強調月間実施要綱  8

愛知労働局長がベストプラクティス企業を訪問しました 10

第 83 回　全国産業安全衛生大会　in 広島 11
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